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自転車を買ったら…
愛車を守るために、まず防犯対策を！
今春、就職や進学により通勤・通学のツールとして新たに自転車を購入され
た方も多いと思います。
自転車を買ったら、愛車を守るため、まず防犯対策を実践してください。
（※昨年、京都府内で4,241台の自転車が盗難被害に遭いました。）

ツーロック（愛錠）の勧め

２つ以上の施錠をすること
で、被害は少なくなります。

自転車には愛情（愛錠）を掛けるよう
にしてください。

管理されている駐輪場利用の勧め

外出時に自転車を駐輪する場合は、管理者が
駐在していたり、機械式の駐輪場を利用し、
必ず施錠をするようにしてください。

※ 路上駐輪は被害に遭ったり、繁華街では撤去
されることもあり、他人にも迷惑を掛けます。

防犯登録加入の勧め

防犯登録は、盗難に遭った自転車は
もちろん、自治体により路上で撤去された場合
の返還手続きの手がかりとなります。
登録は義務化されていますが、通信販売での

購入や、知人等から譲り受けた場合など、登録
や名義変更が済んでいない場合は、お近くの自
転車店にご相談ください。
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